
会員各位

1 質問事項：令和8年9月迄は新たな消費税の負担は可能とあり、事務費アップが前提のよう

2

3 質問事項：安全講習などの実施をお願いしたいが。

回答　　：　昨年度の傷害・賠償事故件数は23件で、注意喚起のためにも、今年はテーマを

以上、回答致しますので、何卒のご理解の程　お願い申し上げます。

　　　令和5年度定時総会　議案書に対するご質問事項に関して3件のご意見　ご質問を頂きました。

令和5年7月10日

　　　　　経費軽減等々努力致しますが、可能性として　現時点では、余りの負担金額の大

　　　　　きさゆえ、会員の皆様への何某かの負担の可能性も排除できないということです。

　絞って安全講習を下期には　行う計画を立てておりますので、是非　ご参加をお願い

　　　します。

下記にご質問事項と回答をご報告いたします。

　　　　　 　　会員は配分金額に関らず全く負担の心配はないのですか？

回答　　：令和8年10月以後3年間、５％（現在の契約金額ベースで年間2,750万円）、令和

     11年10月以後は、10％（現在の契約金額ベースで年間5,500万円）の負担が

　　　　掛かります。基本的には、発注元への負担をお願いする所存ですが、その場合

　　　　　価格競争力が無くなり、発注元の減少も懸念されます。契約金額の更なる拡大、

質問事項：会員にも同年月までは影響無いが、それ以降は別途ということですか？また

令和5年度定時総会　議案書に対する質問事項への回答
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ですが、相手があることであり3年先まで負担可能と判断できるものですか？

回答　　：今回は２％事務費アップでお願いしております。現状２％アップでほぼ承認を

　　　  　　頂いており、２％アップでの事務費は、世間相場でも、問題の無いレベルと考

　　　  　　えますので、負担可能と考えております。


